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(57)【要約】
【課題】起立性の吸収部によって体液の横漏れを効果的
に防止することのできる使い捨て着用物品の提供
【解決手段】吸液構造体３５は、少なくともクロッチ域
１５に位置する第１吸収部４１と、第１吸収部４１の両
側部の肌対向面上に位置して縦方向Ｙへ延びる一対の第
２吸収部４２とを有し、第２吸収部４２は、着用者の身
体１７に当接する当接面５９Ａと、第１吸収部４１と連
続する基側縁部５０と、基側縁部５０と並行して縦方向
Ｙへ延びる自由側縁部５１とを有する。第２吸収部４２
は、自由側縁部４２側に位置する第１区域６１と、基側
縁部５１側に位置する第２区域６２とに区分されており
、第２吸収部４２の当接面５９Ａは親水性を有し、第１
区域６１と第２区域６２とに縦方向Ｙへ延びる側部弾性
体３８が配設される。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　縦方向及びそれに直交する横方向と、肌対向面及び着衣対向面と、前ウエスト域と、後
ウエスト域と、前記前後ウエスト域間に位置するクロッチ域と、少なくとも前記クロッチ
域に配置された、吸液性コアを備えた吸液構造体とを含む使い捨て着用物品において、
　前記吸液構造体は、少なくとも前記クロッチ域に位置する第１吸収部と、前記第１吸収
部の両側部の前記肌対向面上に位置して前記縦方向へ延びる一対の第２吸収部とを有し、
　前記第２吸収部は、着用者の身体に当接する当接面と、前記第１吸収部と連続する基側
縁部と、前記基側縁部と並行して前記縦方向へ延びる自由側縁部とを有し、前記第２吸収
部は、前記自由側縁部側に位置する第１区域と、前記基側縁部側に位置する第２区域とに
区分されており、
　前記第２吸収部の前記当接面は親水性を有し、
前記第１区域と前記第２区域とに前記縦方向へ延びる側部弾性体が配設されることを特徴
とする前記着用物品。
【請求項２】
　前記第１吸収部と前記第２吸収部とは一体に形成されたものであって、前記第１吸収部
は前記吸液構造体の中央部から構成され、前記第２吸収部は、前記中央部の前記肌対向面
側へ折り曲げられた前記吸液構造体の両側部から構成されており、前記第２吸収部の前記
縦方向において離間する両端部が前端固定部及び後端固定部を介して前記第１吸収部に固
定される請求項１に記載の着用物品。
【請求項３】
　前記第１区域と前記第２区域とは、前記第２吸収部の幅寸法を２等分するものであって
、着用状態において、前記第１区域の収縮状態における前記縦方向の寸法が、前記第２区
域の収縮状態における前記縦方向の寸法よりも小さくなる一方、前記第２吸収部を前記第
１吸収部から分離したときに、前記第１区域の収縮状態における前記縦方向の寸法と前記
第２区域の収縮状態における前記縦方向の寸法とがほぼ等しくなる請求項１～３のいずれ
かに記載の着用物品。
【請求項４】
　前記吸液構造体は、少なくとも前記第１吸収部の前記肌対向面及び前記第２吸収部の前
記当接面とを被覆する親水性の身体側ライナをさらに含み、前記側部弾性体は前記身体側
ライナと前記吸液性コアとの間に配置される請求項１～３のいずれかに記載の着用物品。
【請求項５】
　前記吸液構造体は、前記吸液性コアの底面を被覆する不透液性の被覆シートと、前記吸
液性コアを前記被覆シートに固定するための接合域とを有し、前記接合域は、前記吸液構
造体の前記縦方向へ延びる中央部を固定するための中央接合域と、前記吸液構造体の両側
縁部を固定するためのサイド接合域とを有し、前記サイド接合域は、前記中央接合域と前
記横方向において所与寸法離間して位置しており、前記クロッチ域に位置する中間接合部
と、前記中間接合部と前記縦方向において所与寸法離間して位置する前後端接合部とを有
する請求項１～４のいずれかに記載の着用物品。
【請求項６】
　前記被覆シートと前記吸液構造体との間に位置する不透液性の防漏シートをさらに有す
る請求項５に記載の着用物品。
【請求項７】
　前記被覆シートの両側部には、前記縦方向へ延びるカフ弾性部材が取り付けられて収縮
性を有する自由縁部が位置し、前記クロッチ域において、前記クロッチ域の側縁から前記
第２吸収部の前記自由側縁部の側縁までの前記横方向の寸法が、前記クロッチ域の側縁か
ら前記被覆シートの前記自由縁部までの前記横方向における寸法よりも大きい請求項５又
は６に記載の着用物品。
【請求項８】
　前記吸液構造体は、前記折曲された部分に重なって縦方向へ延びる凹状溝を有し、前記
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凹状溝において、前記吸液構造体の他の部分に比して前記吸液性コアの単位面積当たりの
質量が小さい又は前記吸液性コアが非存在である請求項２～７に記載の着用物品。
【請求項９】
　前記前ウエスト域を画成する前ウエストパネルと、前記後ウエスト域を画成する後ウエ
ストパネルとをさらに含み、前記吸液構造体の前後端部が前記前後ウエストパネルに固定
される請求項１～８のいずれかに記載の着用物品。
【請求項１０】
　前記第２吸収部は、前記第１吸収部から分離されて前記側部弾性体が収縮した自然状態
において、前記当接面を内周壁とした断面中空円形の立体形状を有する請求項３に記載の
着用物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、使い捨てのトイレット・トレーニングパンツ、使い捨て失禁パンツ、使い捨
ての生理用パンツ等の使い捨て着用物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、体液の横漏れを防止するための手段を備えた使い捨て着用物品は公知である。例
えば、特許文献１には、前後ウエスト域とクロッチ域とを有するおむつ本体と、吸液構造
体とを備える使い捨ておむつが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－７８７３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に開示された発明に係る使い捨ておむつでは、吸液構造体の両側縁に沿って
弾性部材が配置されており、おむつの着用状態において、弾性部材の収縮力によって吸液
構造体の両側縁部が起立し、一対の起立性吸収部が形成される。このように、吸液構造体
の一部から起立性の吸収部が形成されることによって、おむつの中央から横方向へ流れよ
うとする体液が外部へ漏出するのを防止することができるとともに、その一部を吸収、保
持することができる。
【０００５】
　しかし、起立性の吸収部はその自由側縁部に位置する弾性部材によって起立して着用者
の身体に当接するので、弾性部材の配置された部分は身体にフィットされるが、起立性の
吸収部全体が面状に身体にフィットされず、身体をつたう体液の漏れを効果的に防止する
ことができない。
【０００６】
　本発明の課題は、起立性の吸収部によって体液の横漏れを効果的に防止することのでき
る使い捨て着用物品の提供にある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題を解決するために、本発明は、縦方向及びそれに直交する横方向と、肌対向面
及び着衣対向面と、前ウエスト域と、後ウエスト域と、前記前後ウエスト域間に位置する
クロッチ域と、少なくとも前記クロッチ域に配置された、吸液性コアを備えた吸液構造体
とを含む使い捨て着用物品に関する。
【０００８】
本発明のパンツ型着用物品は、前記吸液構造体は、少なくとも前記クロッチ域に位置する
第１吸収部と、前記第１吸収部の両側部の前記肌対向面上に位置して前記縦方向へ延びる
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一対の第２吸収部とを有し、前記第２吸収部は、着用者の身体に当接する当接面と、前記
第１吸収部と連続する基側縁部と、前記基側縁部と並行して前記縦方向へ延びる自由側縁
部とを有し、前記第２吸収部は、前記自由側縁部側に位置する第１区域と、前記基側縁部
側に位置する第２区域とに区分されており、前記第２吸収部の前記当接面は親水性を有し
、前記第１区域と前記第２区域とに前記縦方向へ延びる側部弾性体が配設されることを特
徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明に係る使い捨て着用物品によれば、吸液構造体が第１吸収部とその肌対向面上に
位置する一対の第２吸収部とを有し、第２吸収部には側部弾性体が取り付けられているの
で、着用状態において第２吸収部が着用者の身体に対して面状にフィットして、排泄物の
横漏れを効果的に防止しうる。また、第２吸収部のうちの着用者の身体と当接する面が親
水性を有するので、身体をつたって外部に漏出しようとする体液を吸収保持することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明に係る使い捨て着用物品の一例として示す、第１実施形態における使い捨
ておむつの正面図。
【図２】各弾性体をおむつの縦方向及び横方向に伸長させた状態における、おむつの一部
破断展開図。
【図３】おむつの分解斜視図。
【図４】（ａ）吸液構造体の展開図。（ｂ）吸液構造体の一部破断斜視図。
【図５】図２のＶ－Ｖ線に沿う模式的断面図。
【図６】被覆シートとの接合域のみをドット状で示す、吸液構造体を内面から視た平面図
。
【図７】おむつの着用状態におけるレッグ開口周辺の拡大図。
【図８】図７のＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線に沿う模式的断面図。
【図９】（ａ）おむつから第２吸収部を切り出して、自然状態とした様子を示す図。（ｂ
）比較例として自由側縁部にのみ側部弾性体を配設した場合における、第２吸収部をおむ
つから切り出して自然状態とした様子を示す図。
【図１０】（ａ）第２実施形態に係るおむつの吸液構造体の一部破断展開図。（ｂ）第２
実施形態に係るおむつの吸液構造体の一部破断斜視図。
【図１１】図１０（ｂ）のＸＩ－ＸＩ線に沿う模式的断面図。
【図１２】（ａ）第３実施形態に係るおむつの吸液構造体の一部破断分解図，（ｂ）第３
実施形態に係るおむつの吸液構造体の斜視図。
【図１３】図１２に示す、ＸＩＩＩ－ＸＩＩＩ線に沿う模式的断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明の使い捨て着用物品の一例として示すパンツ型のおむつ１０は、縦方向Ｙ及びそ
れに直交する横方向Ｘと、その横方向Ｘの寸法を２等分する縦中心線Ｐと、その縦方向Ｙ
の寸法を２等分する横中心線Ｑとを有し、吸収シャーシ１１と、環状の弾性ウエストパネ
ル１２とを含む。
【００１２】
　おむつ１０は、肌対向面及びその反対側の非肌対向面と、前ウエスト域１３と、後ウエ
スト域１４と、前後ウエスト域１３，１４の間に位置するクロッチ域１５と、ウエスト開
口及び一対のレッグ開口１６とを有する。ウエスト開口は、環状の弾性ウエストパネル１
２で画成され、一対のレッグ開口１６は、吸収シャーシ１１と環状の弾性ウエストパネル
１２とで画成される。
【００１３】
＜弾性ウエストパネル＞
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　図２を参照すると、弾性ウエストパネル１２は、前ウエスト域１３に位置する前ウエス
トパネル１８と、後ウエスト域１４に位置する後ウエストパネル１９とから構成される。
前後ウエストパネル１８，１９は、吸収シャーシ１１の前後端部３０，３１と交差して横
方向Ｘへ延びる中間内端縁１８ａ，１９ａと、縦方向Ｙにおいて中間内端縁１８ａ，１９
ａと離間対向して横方向Ｘへ延びる外端縁１８ｂ，１９ｂと、外端縁１８ｂ，１９ｂから
内方へ延びる両外側縁１８ｃ，１９ｃと、両外側縁１８ｃ，１９ｃと中間内端縁１８ａ，
１９ａとをつなぐ凹曲状の内側縁１８ｄ，１９ｄとによって略台形状に形成される。前ウ
エストパネル１８の両外側縁１８ｃのそれぞれと後ウエストパネル１９の両外側縁１９ｃ
とは、互いに重ね合わされて、縦方向Ｙへ断続的に延びるサイドシーム２０によって連結
されることによってウエスト開口及び一対のレッグ開口１６が画定される。サイドシーム
２０では、熱又は超音波によるエンボス加工によって互いに重なり合うシートが融着され
る。
【００１４】
＜前後ウエストパネル＞
　図２を参照すると、前後ウエストパネル１８，１９は、肌対向面側に位置する内層シー
ト２１，２２と、着衣対向面側に位置する外層シート２３，２４と、横方向Ｘへ延びる複
数条のストリング状又はストランド状の弾性材料から形成され、内外層シート２１，２２
，２３，２４の間においてホットメルト接着剤を介して伸長状態で収縮可能に取り付けら
れた前後ウエスト弾性体２５，２６とを有する。
【００１５】
　前ウエスト弾性体２５は、前ウエストパネル１８の外端縁１８ｂに沿って横方向Ｘへ延
びる上方前ウエスト弾性体２５Ａと、横方向Ｘにおいて離間対向して配置された一対の下
方前ウエスト弾性体２５Ｂとから構成される。後ウエスト弾性体２６は、後ウエストパネ
ル１９の外端縁１９ｂに沿って横方向Ｘへ延びる上方後ウエスト弾性体２６Ａと、横方向
Ｘにおいて離間対向して配置された一対の中間後ウエスト弾性体２６Ｂと、内側縁１９ｄ
に沿って凹曲して延び、かつ、横方向Ｘにおいて離間対向して配置された一対の下方後ウ
エスト弾性体２６Ｃとから構成される。
【００１６】
　前後ウエストパネル１８，１９を構成する各種のシート、すなわち、内外層シート２１
，２２，２３，２４は、スパンボンド繊維不織布またはＳＭＳ（スパンボンド・メルトブ
ローン・スパンボンド）繊維不織布等の公知の繊維不織布、プラスチックフィルムと不織
布とのラミネートシート等から形成することができる。互いに積層されたシートは、少な
くともいずれか一方の内面に間欠的に塗布されたホットメルト接着剤又は熱溶着手段によ
って接合される。前後ウエスト弾性体２５，２６は、繊度が約３００～１２００ｄｔｅｘ
であって、収縮または弛緩された状態から約１．８～３．５倍に伸長されて固定されたス
トリング状またはストランド状の弾性材料から形成することができる。
【００１７】
＜吸収シャーシ＞
　図２を参照すると、吸収シャーシ１１は、縦長の略矩形状であって、前ウエストパネル
１８の肌対向面と連結された前端部３０と、後ウエストパネル１９の肌対向面と連結され
た後端部３１と、前後端部３０，３１間において縦方向Ｙへ延び、クロッチ域１５の一部
を形成する中間部３２とを有する。
【００１８】
　図２及び３を参照すると、吸収シャーシ１１は、透液性の身体側ライナ３３とそれに身
体側が被覆された吸収体３４とを有する吸液構造体３５と、吸収体３４の着衣対向面側に
位置する疎水性の被覆シート３６とを含む。身体側ライナ３３は、例えば、親水化処理さ
れたスパンボンド繊維不織布、ＳＭＳ繊維不織布等から形成することができる。被覆シー
ト３６は、疎水性のＳＭＳ繊維不織布やスパンボンド不織布等から形成される。被覆シー
ト３６と吸液構造体３５との間には、通気性及び不透液性を有するプラスチックフィルム
から形成された防漏シート３７が配置される。防漏シート３７はオプションであって、本
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実施形態において、後記の接合部７０，７１は、吸液構造体３５と防漏シート３７とを接
合するためのものであるが、防漏シート３７を配置していない場合には、吸液構造体３５
と被覆シート３６とを接合する。
【００１９】
　吸収体３４は、フラッフ木材パルプや高吸収性ポリマー粒子（ＳＡＰ）等の吸収性・離
散材料から形成された吸液性コア４３と、吸液性コア４３全体を包被する質量約１０～２
０ｇ／ｍ２のティッシュペーパ等から形成された透液性のコアラップシート４４とを有す
る。
【００２０】
　図４（ａ）を参照すると、吸液構造体３５は、第１吸収部（中央部）４１と、第１吸収
部４１の両側に位置して縦方向へ延びる一対の折曲ライン４０と、折曲ライン４０から横
方向Ｘの外側に位置する第２吸収部（両側部）４２とを有する。第２吸収部４２は、折曲
ライン４０に沿って第１吸収部４１に位置するホットメルト接着剤を塗布してなる前端固
定部４５と後端固定部４６を介して第１吸収部４１に固定される。第２吸収部４２のうち
の前後端固定部４５，４６の位置する面の反対側の面には、複数条の側部弾性体３８が取
り付けられる。このように、吸液構造体３５の両側部を内側に倒伏（内倒し）させて前後
端固定部４５，４６を介して固定することによって、おむつ１０の着用状態において、側
部弾性体３８が伸長されて第２吸収部４２は着用者の身体へ向かって起立する。本実施形
態において、前後端固定部４５，４６は、吸液構造体３５の前後端部であって、かつ、第
２吸収部４２の基側縁部５０側に位置している。また、前後端固定部４５，４６は、平面
視において、弾性ウエストパネル１２と重なって位置している。
【００２１】
　図５を参照すると、第２吸収部４２は、着用状態において着用者の身体に当接する当接
面５９Ａとその反対側に位置する非当接面５９Ｂと、第１吸収部４１から連続する基側縁
部５０と、基側縁部５０よりも縦中心線Ｐ側へ位置する自由側縁部５１とを有する。第２
吸収部４２は、吸収体３４とその身体側を被覆する透液性の身体側ライナ３３とから構成
されているので、その外面全体（当接面５９Ａ及び非肌当接面５９Ｂ）が親水性を有する
。側部弾性体３８は、第２吸収部４２のうちの当接面５９Ａ側に位置しており、身体側ラ
イナ３３と透液性の固定シート５２との間に配置される。固定シート５２はオプションで
あって、身体側ライナ３３と吸収体３４との間に側部弾性体３８を配置することもできる
が、おむつ１０の製造時において、半剛性の吸収体３４に直接的に側部弾性体３８を取り
付ける場合に比して、固定シート５２を介在させることによってより安定的に側部弾性体
３８を取り付けることができる。また、便宜上、第２吸収部４２は、その幅寸法を２等分
する、自由側縁部５１側に位置する第１区域６１と、基側縁部５０側に位置する第２区域
６２とに区分される。
【００２２】
　図５を参照すると、第１及び第２吸収部４１，４２における吸液構造体３５の単位面積
当たりの質量（但し、各構成部材を接合するための接合材料は除く）は、約２００～６０
０ｇ／ｍ２、好ましくは、３５０～４５０ｇ／ｍ２であって、吸液構造体３５全体の厚さ
はほぼ均一である。しかし、第１吸収部４１においてより多量の体液を吸収、保持すべく
第１吸収部４１の厚さが第２吸収部４２のそれよりも大きくてもよいし、それとは反対に
、第２吸収部４２の厚さが第１吸収部４１のそれよりも大きいものであってもよい。特に
、後者の場合には、第２吸収部４２は、剛性が比較的に高くなり、着用者の鼠径部に挟ま
れても倒伏され難くなり、起立した状態を維持することができる。
【００２３】
　側部弾性体３８は、繊度が約４００～１２００ｄｔｅｘであって、収縮または弛緩され
た状態から約１．８～４．０倍に伸長されて固定されたストリング状またはストランド状
の弾性材料から形成することができる。側部弾性体３８は、第２吸収部４２の基側縁部５
０から自由側縁部５１までの幅寸法（横方向Ｘにおける寸法）Ｗ１全体に均等に配置され
ており、第２吸収部４２全体が伸縮性を有する。ここで、「側部弾性体３８が均等に配置
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される」とは、設計上における寸法であって、実際の製造工程において生じる僅かな寸法
誤差を含むものである。ただし、後記の本願発明の効果を奏する限りにおいて、第２吸収
部４２全体ではなく側部弾性体３８は少なくとも第１及び第２区域６１，６２それぞれの
一部に配置されていればよい。また、ストリング状又はストランド状の弾性材料ではなく
、第１区域６１から第２区域６２を跨いで両区域に配置される伸縮性繊維不織布等の弾性
シートから形成されていてもよい。
【００２４】
　第２吸収部４２の幅寸法Ｗ１は約２０～６０ｍｍであって、側部弾性体３８どうしの離
間寸法Ｒ１（ピッチ）は約５～１５ｍｍである。おむつ１０の着用状態において第２吸収
部４２が立ち上がってその外面が面状に着用者の身体にフィットするためには、第２吸収
部４２全体が所要の伸長応力を有することが必要である。離間寸法Ｒ１が適当な大きさで
あって、かつ、側部弾性体３８の繊度、伸長倍率が既述の好適な範囲内であれば、第２吸
収部４２はかかる所要の伸長応力を発揮しうる。また、側部弾性体３８の伸長応力はほぼ
均等であってもよいし、必要に応じて、適宜部分的に、伸長倍率を変えて伸長応力を変更
することもできる。
【００２５】
　図２、３を参照すると、被覆シート３６の両側部は、内方へ向かって折り曲げられて、
その前後端部が接合部６５を介して吸液構造体３５上（第２吸収部４２上）に固定されて
いる。両側部には、縦方向Ｙへ延びる、繊度が約３００～１０００ｄｔｅｘであって、収
縮または弛緩された状態から約１．６～３．０倍に伸長された、複数条のストリング状又
はストランド状の弾性材料であるカフ弾性体６３が配置される。カフ弾性体６３が配置さ
れることによって、その収縮作用によっておむつ１０の着用状態において両側部は着用者
の身体側へ起立するバリアカフ６４が形成される。
【００２６】
　図５，６を参照すると、吸液構造体３５は、被覆シート３６（防漏シート３７が配置さ
れている場合には、防漏シート３７）の吸液構造体３５と対向する面に塗布されたホット
メルト接着剤から形成された接合域７０，７１を介して被覆シート３６（防漏シート３７
が配置されている場合には、防漏シート３７）に固定されている。接合域７０，７１は、
吸液構造体３５の横方向Ｘにおける中央に位置し、吸液構造体３５の前端縁から後端縁ま
で縦方向Ｙへ延びる中央接合域７０と、中央接合域７０の横方向Ｘの両側において所与寸
法離間して位置するサイド接合域７１とを有する。サイド接合域７１は、第２吸収部４２
の基側縁部５０の下面に位置しており、吸液構造体３５の前後端縁側に位置する両端接合
部７１Ａ，７１Ｂと、両端接合部７１Ａ，１７Ｂの間に位置する中間接合部７１Ｃとを有
する。中間接合部７１Ｃと両端接合部７１Ａ，７１Ｂとは、縦方向Ｙにおいて互いに所与
寸法離間して位置する。
【００２７】
　かかる接合態様において、吸液構造体３５の中央部（すなわち、第１吸収部４１の中央
）が中央接合域７０を介して被覆シート３６に安定的に固定される一方、吸液構造体３５
の着衣対向面全体がホットメルト接着剤を介して被覆シート３６に固定されていないので
、その全体がホットメルト接着剤を介して被覆シート３６に固定されている場合に比して
、吸収シャーシ１１は全体的に柔軟性を有する。また、サイド接合域７１が第２吸収部４
２の基側縁部５０の下面に位置するので、既述のとおり、おむつ１０を着用したときに、
第２吸収部４２が基側縁部５０を起点として着用者の身体側へ向かって起立することがで
きる。
【００２８】
　図７，８を参照すると、おむつ１０の着用状態において、第２吸収部４２は、側部弾性
体３８の収縮力によって着用者の身体１７側へ向かって起立する。通常、弾性体の収縮力
によって立体カフ等を起立させる場合には、ゴムの配置された自由側縁部のみが着用者の
身体に当接して立体カフ全体が面状に着用者の身体にフィットし難くなる。本実施形態に
かかるおむつ１０においては、第２吸収部４２の幅寸法全体に側部弾性体３８が均等に配
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置されており、第１区域６１と第２区域６２との側部弾性体３８による縮み寸法がほぼ同
様であるので、自由側縁部５１のみではなく当接面５９Ａの全体が着用者の大腿部にほぼ
面状に当接する。したがって、自由側縁部５１のみが着用者の身体１７に当接する場合に
比して身体に対する当接面積が大きく、フィット性に優れ、身体１７につたってきた体液
を確実に吸収、保持することができる。
【００２９】
　第２吸収部４２は、その内部に圧縮弾性の吸液性コア４３を含み所要の厚さと剛性を有
するものであるから、例えば、従来のおむつにおける弾性を有するシート部材のみから形
成された立体カフ等に比べて着用者の身体１７により安定的にフィットされ、特に、着用
者が横臥した状態等において、身体１７と第２吸収部４２との間に体液の漏れを原因とな
るような隙間が形成されるのを抑制され、レッグ開口１６から排泄物が横漏れするのを防
止することができる。また、本実施形態のように、前後ウエスト域１３，１４が別体の前
後ウエストパネル１８，１９から形成されたおむつ１０の場合には、体液を吸収した吸収
シャーシ１１がその自重によって適正位置からずり下がって着用者の股下に挟み込まれ易
くなるところ、第２吸収部４２が比較的に広範囲に身体にフィットしているので、かかる
ずり下がりを防止することができる。
【００３０】
　第２吸収部４２は、全体が着用者の身体１７に面状にフィットするので、その一部のみ
がフィットして体液を吸収する場合に比して、吸収効率が高いものといえる。また、第２
吸収部４２のうちの少なくとも当接面５９Ａが親水性を有するものであるから、身体１７
をつたって第２吸収部４２の頂点（自由側縁部５１）を越えて外へ漏れ出た体液を第２吸
収部４２の当接面５９Ａにおいて吸収して保持することができる。本実施形態においては
、第２吸収部４２の非当接面５９Ｂを含めた全面が親水性を有しているので、排泄された
体液は、まず、第１吸収部４１の肌対向面と第２吸収部４２の非当接面５９Ｂとを透過し
てそれらに吸収、保持される。次に、身体をつたって第２吸収部４２の頂点を越えて吸液
構造体３５の肌対向面側へ移動した体液は、第２吸収部４２の当接面５９Ａから吸収、保
持される。ただし、第１吸収部４２に所要の体液が吸収、保持される限りにおいて、第２
吸収部４２の非当接面５９Ｂは親水性ではなく、疎水性又は不透液性であってもよい。か
かる場合には、非当接面５９Ｂからの体液の吸収が抑制される一方、おむつ１０において
横方向Ｘへ移動する排泄物の漏れを効果的に防止することができる。
【００３１】
　被覆シート３６のバリアカフ６４は、第２吸収部４２の外側において、カフ弾性体６３
の収縮力によって着用者の身体１７に向かって起立する。第２吸収部４２の幅寸法Ｗ１は
、バリアカフ６４の横方向Ｘの幅寸法よりも大きくなっており、具体的には、クロッチ域
１５においてクロッチ域１５の側縁から第２吸収部４２の自由側縁部５１の側縁までの前
記横方向Ｘの寸法がクロッチ域１５の側縁から被覆シート６４の自由縁部までの横方向Ｘ
の寸法よりも大きくなっている。したがって、第２吸収部４２及びバリアカフ６４が起立
した状態において、第２吸収部４２の方がバリアカフ６４よりも高く、バリアカフ６４が
第２吸収部４２を覆うことはない。バリアカフ６４は、不透液性又は撥水性であって、着
用者の身体をつたって第２吸収部４２の当接面５９Ａ側に移動し、かつ、当接面５９Ａに
吸収されない体液の漏れを防ぐ防漏堤としての機能を有する。また、側部弾性体３８の収
縮作用によって起立した第２吸収部４２は、鼠径部間に挟まれて外側に倒伏しやすくなる
ところ、外側にバリアカフ６４が位置することによって、第２吸収部４２が外側へ倒れ込
むのを防止している。すなわち、バリアカフ６４は、第２吸収部４２とともに２重の防漏
壁を形成するとともに、第２吸収部４２の起立を補助する役割を果たすものである。また
、既述のとおり、前後ウエスト域１３，１４が別体の前後ウエストパネル１８，１９から
形成されるおむつ１０においては、体液を吸収した後に吸収シャーシ１１が自重によって
適正位置からずり下がり易くなるところ、第２吸収部４２のみならずバリアカフ６４が身
体にフィットされるので、かかるずり下がりを防止することができる。
【００３２】



(9) JP 2016-10514 A 2016.1.21

10

20

30

40

50

　図９（ａ）は、本実施形態のおむつ１０から、第２吸収部４２を切り出して、側部弾性
体３８が収縮された状態（自然状態）とした様子を示す図、図９（ｂ）は、比較例として
、第２吸収部４２において、自由側縁部５１にのみ側部弾性体３８を取り付け、それをお
むつから切り出して、側部弾性体３８が収縮された状態とした様子を示す図である。図９
（ａ）を参照すると、おむつ１０から切り出した第２吸収部４２は、基側縁部５０から自
由側縁部５１までの間に側部弾性体３８が均等の離間した状態で配置されているので、第
１区域６１と第２区域６２が変形せず、全体として中央の空間を取り囲む（所要の高さを
有する）当接面５９Ａを内周壁とした断面中空円形の立体形状を有する。このように、第
２吸収部４２は全体的に、若しくは、少なくとも自由側縁部５１と基側縁部５０との縮み
寸法がほぼ同一であることによって、おむつ１０から切り出した自然状態において起立し
た態様になる。このように、第２吸収部４２を製品から切り出した自然状態においては、
第１区域６１の収縮状態における縦方向Ｙの寸法と第２区域６２の収縮状態における縦方
向の寸法とは、ほぼ等しくなる（具体的には、０～１０％以内の寸法差）一方、おむつ１
０の製品（パンツ型の形態）においては、第２区域６２は第１吸収部４１と連結されて収
縮が抑制されるので、収縮量が第１区域６１のそれよりも小さくなる。したがって、第１
区域６１は第２区域６２に比してより収縮し易いので、第１区域６１の収縮状態における
縦方向Ｙの寸法は、第２区域６２の収縮状態における縦方向Ｙの寸法よりも小さくなり、
具体的には、本実施形態において、前者は約３１５ｍｍ、後者は約３６５ｍｍである。
【００３３】
　図９（ｂ）を参照すると、比較例として、第２吸収部４２のうちの自由側縁部５１にの
み側部弾性体３８が取り付けられている場合には、自由側縁部５１の収縮量が基側縁部５
０のそれよりも大きく、基側縁部５０と自由側縁部５１との縮み寸法が互いに異なるので
、第２吸収部４２は周壁を形成するような立体形状とならず、平たいリング状になる。図
９（ａ）及び図９（ｂ）とにおけるおむつ１０から切り出した自然状態における第２吸収
部４２の形態から明らかなように、第２吸収部４２が図９（ａ）のような変形をして着用
状態において安定した起立及び面状のフィット性を実現するためには、側部弾性体３８を
第１及び第２区域６１，６２の少なくとも一部に配置し、側部弾性体３８の本数（ピッチ
）、繊度及び伸長倍率等の諸条件を調整することが必要である。
【００３４】
＜第２実施形態＞
　図１０（ａ），（ｂ）及び図１１を参照すると、本実施形態において、吸液構造体３５
の両側における折曲ライン４０と重なる部分には、縦方向Ｙへ延びる凹状溝８０が形成さ
れている。吸液構造体３５の凹状溝８０においては、吸液性コア３４が存在していない又
はその質量が他の部分よりも小さくて肉薄になっている。凹状溝８０を、部分的に、特に
、クロッチ域１５に配置することによって、第２吸収部４２が縦方向Ｙへ収縮し易い領域
が形成され、第２吸収部４２の起立性及び面フィット性が向上する。また、折曲ライン４
０に重なって凹状溝８０が形成されていることによって、製造工程において、第２吸収部
４２を内側へ折曲し易くなる。
【００３５】
＜第３実施形態＞
　図１２及び図１３を参照すると、本実施形態において、吸液構造体３５の第１吸収部４
１と第２吸収部４２とは別体で形成されている。具体的には、第１吸収部４１は、第１身
体側ライナ３３Ａとそれに被覆された第１吸収体３４Ａとから構成されており、第２吸収
部４２は、第２身体側ライナ３３Ｂと、それに被覆された第２吸収体３４Ｂとを有する。
第２吸収部４２は、両側縁に沿って縦方向Ｙへ連続的に延びる固定部８２と前後端固定部
４５，４６を介して第１吸収部４１に接合される。第２吸収部４２は、固定部８２を介し
て固定された基側縁部５０と基側縁部５０の横方向Ｘの内側に位置する自由縁部５１とを
有する。かかる実施形態においても、第２吸収部４２の当接面５９Ａは親水性を有し、側
部弾性体３８の収縮力によって着用者の身体１７に向かって起立する。
【００３６】
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　本発明のおむつ１０を構成する各構成材料には、特に記述がなされている場合を除き、
この種の分野において通常用いられている、各種の公知の材料を制限なく用いることがで
きる。また、前後ウエスト域１３，１４が別体のシート部材から構成されたものではなく
、前後ウエスト域１３，１４とクロッチ域１５とが一体に形成されていてもよい。具体的
には、内外層シート２１，２２，２３，２４が、おむつ１０の外形をなす略砂時計状の一
枚のシート部材から形成されていてもよい。
【００３７】
　以上に記載した本発明に関する開示は、少なくとも下記事項に要約することができる。
　縦方向及びそれに直交する横方向と、肌対向面及び着衣対向面と、前ウエスト域と、後
ウエスト域と、前記前後ウエスト域間に位置するクロッチ域と、少なくとも前記クロッチ
域に配置された、吸液性コアを備えた吸液構造体とを含む使い捨て着用物品において、前
記吸液構造体は、少なくとも前記クロッチ域に位置する第１吸収部と、前記第１吸収部の
両側部の前記肌対向面上に位置して前記縦方向へ延びる一対の第２吸収部とを有し、前記
第２吸収部は、着用者の身体に当接する当接面と、前記第１吸収部と連続する基側縁部と
、前記基側縁部と並行して前記縦方向へ延びる自由側縁部とを有し、前記第２吸収部は、
前記自由側縁部側に位置する第１区域と、前記基側縁部側に位置する第２区域とに区分さ
れており、
　前記第２吸収部の前記当接面は親水性を有し、前記第１区域と前記第２区域とに前記縦
方向へ延びる側部弾性体が配設される。
【００３８】
　上記段落に開示した本発明に係る使い捨て着用物品は、少なくとも下記の実施の形態を
含むことができる。
（１）前記第１吸収部と前記第２吸収部とは一体に形成されたものであって、前記第１吸
収部は前記吸液構造体の中央部から構成され、前記第２吸収部は、前記中央部の前記肌対
向面側へ折り曲げられた前記吸液構造体の両側部から構成されており、前記第２吸収部の
前記縦方向において離間する両端部が前端固定部及び後端固定部を介して前記第１吸収部
に固定される。
（２）前記第１区域と前記第２区域とは、前記第２吸収部の幅寸法を２等分するものであ
って、着用状態において、前記第１区域の収縮状態における前記縦方向の寸法が、前記第
２区域の収縮状態における前記縦方向の寸法よりも小さくなる一方、前記第２吸収部を前
記第１吸収部から分離したときに、前記第１区域の収縮状態における前記縦方向の寸法と
前記第２区域の収縮状態における前記縦方向の寸法とがほぼ等しくなる。
（３）前記吸液構造体は、少なくとも前記第１吸収部の前記肌対向面及び前記第２吸収部
の前記当接面とを被覆する親水性の身体側ライナをさらに含み、前記側部弾性体は前記身
体側ライナと前記吸液性コアとの間に配置される。
（４）前記吸液構造体は、前記吸液性コアの底面を被覆する不透液性の被覆シートと、前
記吸液性コアを前記被覆シートに固定するための接合域とを有し、前記接合域は、前記吸
液構造体の前記縦方向へ延びる中央部を固定するための中央接合域と、前記吸液構造体の
両側縁部を固定するためのサイド接合域とを有し、前記サイド接合域は、前記中央接合域
と前記横方向において所与寸法離間して位置しており、前記クロッチ域に位置する中間接
合部と、前記中間接合部と前記縦方向において所与寸法離間して位置する前後端接合部と
を有する。
（５）前記被覆シートと前記吸液構造体との間に位置する不透液性の防漏シートをさらに
有する。
（６）前記被覆シートの両側部には、前記縦方向へ延びるカフ弾性部材が取り付けられて
収縮性を有する自由縁部が位置し、前記クロッチ域において、前記クロッチ域の側縁から
前記第２吸収部の前記自由側縁部の側縁までの前記横方向の寸法が、前記クロッチ域の側
縁から前記被覆シートの前記自由縁部までの前記横方向における寸法よりも大きい。
（７）前記吸液構造体は、折曲された部分に重なって縦方向へ延びる凹状溝を有し、前記
凹状溝において、前記吸液構造体の他の部分に比して前記吸液性コアの単位面積当たりの
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（８）前記前ウエスト域を画成する前ウエストパネルと、前記後ウエスト域を画成する後
ウエストパネルとをさらに含み、前記吸液構造体の前後端部が前記前後ウエストパネルに
固定される。
（９）前記第２吸収部は、前記第１吸収部から分離されて前記側部弾性体が収縮した自然
状態において、前記当接面を内周壁とした断面中空円形の立体形状を有する。
【符号の説明】
【００３９】
１０　おむつ（使い捨て着用物品）
１２　ウエストパネル
１３　前ウエスト域
１４　後ウエスト域
１５　クロッチ域
１８　前ウエストパネル
１９　後ウエストパネル
３３　身体側ライナ
３４　吸収体
３５　吸液構造体
３６　被覆シート
３７　防漏シート
３８　側部弾性体
４０　折曲ライン
４１　第１吸収部
４２　第２吸収部
４３　吸液性コア
４５　前端固定部
４６　後端固定部
５０　第２吸収部の基側縁部
５１　第２吸収部の自由側縁部
６１　第１区域
６２　第２区域
６３　カフ弾性体
７０　中央接合域（接合部）
７１　サイド接合域（接合部）
７１Ａ　前端接合部
７１Ｂ　後端接合部
７１Ｃ　中間接合部
８０　凹状溝
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